
○神奈川県警察車両管理規程 

(昭和 59年 3月 15日神奈川県警察本部訓令第 6号) 

改正 平成元年 3月 22日神奈川県警察本部訓令第 5号 平成 2年 8月 24日神奈川県警察本部訓令第 15号 

平成 4年 3月 17日神奈川県警察本部訓令第 13号 平成 4年 10月 6日神奈川県警察本部訓令第 33号 

平成 6年 3月 30日神奈川県警察本部訓令第 3号 平成 6年 11月 1日神奈川県警察本部訓令第 25号 

平成 10年 2月 13日神奈川県警察本部訓令第 3号 平成 13年 3月 16日神奈川県警察本部訓令第 4号 

平成 15年 3月 14日神奈川県警察本部訓令第 6号 平成 16年 12月 27日神奈川県警察本部訓令第 18号 

平成 21年 6月 29日神奈川県警察本部訓令第 15号 平成 28年 4月 28日神奈川県警察本部訓令第 12号 

平成 29年 1月 6日神奈川県警察本部訓令第 1号 平成 29年 9月 29日神奈川県警察本部訓令第 24号 

平成 31年 3月 26日神奈川県警察本部訓令第 1号 平成 31年 4月 25日神奈川県警察本部訓令第 6号 

令和元年 12月 13日神奈川県警察本部訓令第 19号 令和 4年 3月 25日神奈川県警察本部訓令第 7号 

令和 4年 12月 22日神奈川県警察本部訓令第 22号 令和 7年 9月１日神奈川県警察本部訓令第 14号 
 

神奈川県警察車両管理規程を次のように定める。 

 神奈川県警察車両管理規程 

目次 

第 1章 総則(第 1条・第 2条) 

第 2章 管理体制(第 3条－第 8条) 

第 3章 車両の管理(第 9条－第 12条) 

第 4章 車両の使用(第 13条－第 16条の 2) 

第 5章 点検整備(第 17条－第 22条) 

第 6章 雑則(第 23条－第 27条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和 26年法律第 185号。以下「車両法」とい

う。)、物品管理法(昭和 31年法律第 113号)、神奈川県財務規則(昭和 29年神奈川県規

則第 5号)その他別に定めのあるもののほか、神奈川県警察における車両の管理、使

用、点検整備等について必要な事項を定め、もつて車両の適正かつ効率的な管理及び

運用を図ることを目的とする。 

(用語の意義) 

第 2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 所属 神奈川県警察の組織に関する規則(昭和 44年神奈川県公安委員会規則第 2

号。以下「組織規則」という。)に定める神奈川県警察本部(以下「警察本部」とい

う。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部(以下「方面本部」とい



う。)、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校(以下「警察学校」とい

う。)並びに警察署をいう。 

(2) 所属長 前号に規定する所属の長をいう。 

(3) 車両 車両法第 2条第 2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)及び同条

第 3項に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)をいう。 

(4) 車両等 車両及び車両の維持管理に必要な消耗品、備品等をいう。 

第 2章 管理体制 

(総括車両管理者) 

第 3条 神奈川県警察に、総括車両管理者を置く。 

2 総括車両管理者は、総務部長をもつて充てる。 

3 総括車両管理者は、車両等の管理及び運用についての業務を総括する。 

(装備課長の任務) 

第 4条 総務部装備課長(以下「装備課長」という。)は、総括車両管理者の命を受け、車

両等の適正かつ効率的な管理及び運用に当たるものとする。 

(所属長の任務) 

第 5条 所属長は、所属に配置された車両等の適正かつ効率的な管理及び運用に努めなけ

ればならない。 

(安全運転管理者) 

第 6条 所属に、安全運転管理者を置く。 

2 安全運転管理者は、警察本部の所属にあつては課長代理、室長代理、副隊長又は次長

を、市警察部にあつては副部長を、方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部にあ

つては副本部長を、警察学校にあつては副校長を、警察署にあつては副署長をもつて

充てる。 

3 前項に規定するほか、所属に道路交通法施行規則(昭和 35年総理府令第 60号。以下

「道交法施行規則」という。)第 9条の 8第 1項に規定する台数以上の自動車の使用の

本拠が別にある場合において、当該本拠に係る安全運転管理者を置くときは、警視若

しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する職にある事務職員若しくは技術職

員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。ただし、該当する職員がいない

ときは、階級にかかわらず適任者を指名することができる。 

4 安全運転管理者は、道交法施行規則第 9条の 10に規定する業務を行うほか、所属長の

命を受け、車両等の適正かつ効率的な管理及び運用に当たるものとする。 

(副安全運転管理者) 

第 7条 所属に、副安全運転管理者を置く。 

2 副安全運転管理者は、警部若しくは警部補の階級にある警察官又はこれに相当する職

にある事務職員若しくは技術職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。



ただし、該当する職員がいないときは、階級にかかわらず適任者を指名することがで

きる。 

3 副安全運転管理者の人数は、本拠ごとに道交法施行規則第 9条の 11の表に掲げる人数

以上で、かつ、所属の車両の運行実態に応じた必要な人数とする。 

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。 

(整備管理者等) 

第 8条 総務部装備課及び管理する自動車がその使用の本拠ごとに道路運送車両法施行規

則(昭和 26年運輸省令第 74号。以下「道路運送車両規則」という。)第 31条の 3各号

に定める台数以上となる所属にあつては、その本拠ごとに整備管理者を置く。 

2 整備管理者は、自所属の職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。 

3 複数の所属が自動車の使用の本拠とする警察署において、当該警察署が道路運送車両

規則第 31条の 3の各号に定める台数以上の自動車の使用の本拠となるときの整備管理

者は、当該警察署の職員をもつて充てる。 

4 部の附置機関及び警察署のうち第 1項に該当しない所属に整備主任者を置く。 

5 整備主任者は、警部補以下の階級にある警察官又はこれに相当する職にある事務職員

若しくは技術職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。ただし、該当す

る者がいないときは、階級にかかわらず適任者を指名することができる。 

6 整備管理者及び整備主任者(以下「整備管理者等」という。)は、道路運送車両規則第

32条各号に掲げる事項に係る業務を行うものとする。ただし、整備管理者等を置かな

い所属は、安全運転管理者が当該業務を行うものとする。 

第 3章 車両の管理 

(保管) 

第 9条 車両は、所定の場所に保管しなければならない。 

2 車両の鍵は、安全運転管理者が保管するものとする。ただし、安全運転管理者が保管

することに業務上支障があるときは、所属長が指名した者が保管するものとする。 

(給油) 

第 10条 給油は、装備課長が指定した給油施設において行うものとする。ただし、業務

の都合により指定された給油施設において給油することができない場合は、この限り

でない。 

2 給油に当たつては、安全運転管理者の承認を得て行うものとする。この場合、警察の

給油施設において給油するときは給油伝票(第 1号様式)を作成し、指定された業者の給

油施設において給油するときは当該業者から納品伝票を徴収して行うものとする。 

(車両の貸借) 

第 11条 所属長は、業務上必要があるときは、所属間で車両の貸出し、又は借受けをす

ることができる。この場合において、車両を借り受ける所属長は、装備課長にその旨

を連絡するものとする。 



第 12条 削除 

第 4章 車両の使用 

(車両の使用) 

第 13条 車両は、警察業務以外に使用してはならない。 

(運転者の指定) 

第 14条 所属長は、所属の職員の中から、車両ごとに運転専従員を指定するとともに、

別に定める車両区分ごとに運転予備員を指定しなければならない。 

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、所属の職員以外の

者を運転予備員に指定することができる。 

3 所属長は、運転専従員及び運転予備員(以下「運転者」という。)以外の職員に車両を

運転させてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 

(運転の承認) 

第 15条 運転者は、車両を運転するときは、その都度、安全運転管理者の承認を受けな

ければならない。ただし、やむを得ない事由により運転するときは、この限りでな

い。 

2 運用計画等により勤務している運転者が運転するときは、安全運転管理者の承認を受

けたものとみなす。 

3 第 1項本文の承認は、次条に規定する運転日誌により受けるものとする。 

(運転日誌) 

第 16条 運転者は、車両を運転するときは、運転日誌(第 2号様式又は第 3号様式)を作

成しなければならない。ただし、交番、駐在所及び警備派出所の原動機付自転車につ

いては、運転日誌の作成を省略することができる。 

(車両使用の特例) 

第 16条の 2 道路交通法(昭和 35年法律第 105号)第 108条の 2第 1項第 2号に規定する

講習(以下この条において「講習」という。)を行う場合は、第 14条の規定にかかわら

ず、受講者に対し講習に用いる車両を運転させることができる。 

2 前項の場合において、前 2条に規定する運転の承認手続及び運転日誌の作成は、当該

講習を担当する職員が行うものとする。 

第 5章 点検整備 

(運行前点検) 

第 17条 運転者は、指定された車両について 1日 1回運行前の点検(以下「運行前点検」

という。)を行わなければならない。ただし、当該車両の運行前点検が既に実施されて

いるときは、この限りでない。 

2 自動車の運行前点検は、自動車点検基準(昭和 26年運輸省令第 70号)第 1条の基準(以

下「日常点検基準」という。)により実施するものとし、その結果を自動車運行前点検

表(第 4号様式)に記録し、安全運転管理者に報告しなければならない。 



3 原動機付自転車の運行前点検は、日常点検基準に準じて実施するものとし、その結果

を原動機付自転車運行前点検表(第 5号様式)に記録し、安全運転管理者に報告しなけれ

ばならない。 

(修理) 

第 18条 安全運転管理者は、故障等により車両を修理する必要があるときは、所属長の

承認を得て、速やかに修理するものとする。この場合において、次に掲げる修理を除

き、所属長は自動車整備要求書(第 6号様式)により、装備課長に修理を依頼するものと

する。 

(1) 保守委託契約に基づく修理 

(2) 警察署長が締結した契約に基づく修理 

2 所属長は、前項の修理を完了したときは、その結果を整備管理者等に確認させるもの

とする。 

3 所属長は、車両の修理に高額の費用を要するときは、事前に装備課長に通報するもの

とする。 

(定期点検整備) 

第 19条 所属長は、車両法第 48条に定める定期点検整備を行うときは、自動車の運用に

支障がないよう期日までに実施しなければならない。この場合において、次に掲げる

定期点検整備を除き、所属長は自動車整備要求書により、装備課長に定期点検整備を

依頼するものとする。 

(1) 保守委託契約に基づく定期点検整備 

(2) 警察署長が締結した契約に基づく定期点検整備 

2 整備管理者等は、定期点検整備を実施したときは、その結果を確認し、車両法第 49条

に定める点検整備記録簿(以下「点検整備記録簿」という。)に所要の事項を記載しなけ

ればならない。 

3 所属長は、車両の定期点検整備に高額の費用を要するときは、事前に装備課長に通報

するものとする。 

(継続検査) 

第 20条 装備課長は、車両法第 62条に定める継続検査を受けなければならない自動車の

情報を、神奈川県警察車両管理システム運用要領の制定について(平成 21年 6月 29日

 例規第 23号、神装発第 227号)に定める車両管理システムに登録するものとする。 

2 所属長は、前項の情報を照会し、継続検査を行う必要がある自動車の受検整備計画を

立てて期日までに実施しなければならない。 

3 整備管理者等は、継続検査を実施したときは、その結果を確認し、点検整備記録簿に

所要の事項を記載しなければならない。 

4 継続検査を実施した所属長は、当該自動車の自動車検査証の写しを速やかに装備課長

に送付するものとする。 



(整備指導) 

第 21条 装備課長は、車両の適正な管理に資するため、課員を関係所属に派遣し、当該

所属の整備管理者等に対して、整備及び手入れ状況に関する指導を行うことができ

る。 

(車両の手入れ) 

第 22条 運転者は、指定された車両の良好な維持管理に努め、車両に修理する必要のあ

る箇所を発見したときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。 

第 6章 雑則 

(車両等の点検) 

第 23条 装備課長は、所属に配置してある車両等の管理及び運用の状況について、年 1

回以上点検を行い、その結果を、総括車両管理者を経て、警察本部長に報告しなけれ

ばならない。 

2 安全運転管理者は、所属の車両の整備状況を 2か月に 1回以上点検し、その結果を、

自動車にあつては自動車点検(整備)結果表(第 7号様式)に、原動機付自転車にあつては

原動機付自転車点検(整備)結果表(第 8号様式)に記録しなければならない。 

(損傷報告等) 

第 24条 所属長は、所属に配置された車両について、交通事故その他損傷事故等が生じ

たときは、所要の手続により、その状況を速やかに警察本部長に報告しなければなら

ない。 

2 所属長は、自動車検査証、原動機付自転車標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険

証明書、自動車登録番号標又は標識板を紛失し、又は破損したときは、そのてん末を

明らかにして、速やかに総括車両管理者に報告しなければならない。 

(資料の提出) 

第 25条 総括車両管理者は、車両の管理及び運用状況を把握するために所属長に必要な

資料を提出させることができる。 

(他の都道府県警察への支援) 

第 26条 装備課長は、他の都道府県警察から車両の貸出援助の要請を受けたときは、関

係所属長と協議の上、速やかに支援体制の構築に努めるものとする。 

(車両の登録) 

第 27条 自動車の登録又は届出手続は、装備課長が行う。この場合において、自動車の

保管場所の確保等に関する法律(昭和 37年法律第 145号)に係る事務手続は、装備課長

が関係所属長に依頼するものとする。 

2 所属長は、配置された車両の登録又は届出内容を変更する必要が生じたときは、事前

に装備課長と協議するものとする。 

3 原動機付自転車の標識の交付申請は、原動機付自転車の配置を受けた所属長が行う。 



附 則 

この訓令は、昭和 59年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成元年 3月 22日神奈川県警察本部訓令第 5号) 
 

この訓令は、平成元年 4月 1日から施行し、平成元年 1月 8日から適用する。 

附 則(平成 2年 8月 24日神奈川県警察本部訓令第 15号) 
 

この訓令は、平成 2年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 4年 3月 17日神奈川県警察本部訓令第 13号) 
 

この訓令は、平成 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 4年 10月 6日神奈川県警察本部訓令第 33号) 
 

この訓令は、平成 4年 10月 8日から施行する。 

附 則(平成 6年 3月 30日神奈川県警察本部訓令第 3号) 
 

この訓令は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 6年 11月 1日神奈川県警察本部訓令第 25号) 
 

1 この訓令は、平成 6年 11月 6日から施行する。 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則(平成 10年 2月 13日神奈川県警察本部訓令第 3号) 
 

この訓令は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 13年 3月 16日神奈川県警察本部訓令第 4号) 
 

この訓令は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 15年 3月 14日神奈川県警察本部訓令第 6号) 
 

この訓令は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 12月 27日神奈川県警察本部訓令第 18号) 
 

この訓令は、平成 17年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 6月 29日神奈川県警察本部訓令第 15号) 
 

1 この訓令は、平成 21年 7月 1日から施行する。 



2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則(平成 28年 4月 28日神奈川県警察本部訓令第 12号) 
 

この訓令は、平成 28年 5月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 1月 6日神奈川県警察本部訓令第 1号) 
 

この訓令は、平成 29年 2月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 9月 29日神奈川県警察本部訓令第 24号) 
 

この訓令は、平成 29年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 26日神奈川県警察本部訓令第 1号) 
 

この訓令は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 4月 25日神奈川県警察本部訓令第 6号) 
 

1 この訓令は、平成 31年 5月 1日から施行する。 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則(令和元年 12月 13日神奈川県警察本部訓令第 19号) 
 

1 この訓令は、公布の日から施行する。 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則(令和 4年 3月 25日神奈川県警察本部訓令第 7号) 
 

1 この訓令は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則(令和 4年 12月 22日神奈川県警察本部訓令第 22号) 
 

この訓令は、令和 4年 12月 22日から施行する。 

附 則(令和 7年 9月１日神奈川県警察本部訓令第 14号) 
 

この訓令は、令和 7年 9月 16日から施行する。 

 

第 1号様式(第 10条関係) 



給油伝票 

[別紙参照] 

第 2号様式(第 15条、第 16条、第 16条の２関係) 

運転日誌 

[別紙参照] 

第 3号様式(第 15条、第 16条関係) 

運転日誌 

[別紙参照] 

第 4号様式(第 17条関係) 

自動車運行前点検表 

[別紙参照] 

第 5号様式(第 17条関係) 

原動機付自転車運行前点検表 

[別紙参照] 

第 6号様式(第 18条関係) 

自動車整備要求書 

[別紙参照] 

第 7号様式(第 23条関係) 

自動車点検(整備)結果表 

[別紙参照] 

第 8号様式(第 23条関係) 

原動機付自転車点検(整備)結果表 

[別紙参照] 



第１号様式（第10条関係）（用紙 縦12.5センチメートル 横8.5センチメートル縦長型） 

 

給 油 伝 票 

給油年月日 年   月   日 

所 属 名  

給油者氏名  

車 両 番 号 号 

ガ ソ リ ン 

Ｈ ℓ 

Ｒ ℓ 

軽 油 ℓ 

オ イ ル ℓ 

備 考  

 



 第２号様式（第15条、第16条、第16条の２関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

運   転   日   誌 

登録番号  年   月   日（ ） 

用 務 先 運 転 者 

運      転 終 了 時 

走行メーター 

（km） 

運 転 距 離 

（km） 開始の時間 終了の時間 

  ： ： 
  

  ： ：   

  ： ：   

  ： ：   

  ： ：   

  ： ：   

  ： ：   

備 考 

 



第３号様式（第15条、第16条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

運   転   日   誌 

             年  月 

登  録  番  号 

 

月 日 

曜 日 
運   転   者 

運     転 
終了時走行メーター 運 転 距 離 

開始の時間 終了の時間 

／ 

（  ） 

 
: : 

 Km 

   

Km 

 
 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

備 考 



（継続用紙） 

月 日 

曜 日 
運   転   者 

運     転 
終了時走行メーター 運 転 距 離 

開始の時間 終了の時間 

／ 

（  ） 

 
: : 

Km 

   

Km 

 
 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

／ 

（  ） 

 
: : 

  

 

備 考 

 



第４号様式（第17条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４横長型）

自動車運行前点検表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

※ 緊 急 自 動 車 指 定 書

※ 警 察 車 両 通 行 証

※

※ 赤 色 灯

サ イ レ ン

拡 声 器

※ タ イ ヤ

エ ン ジ ン

エ ア ブ レ ー キ

備考　１　点検の結果、良好と認めたときは「レ」印を、修理の必要があるときは「△」印を、交換の必要があるときは「Ｋ」印を記入する。
　　　　２　※印の点検項目は、該当する車両のみとする。

点 検 者

点 検 項 目 点 検 内 容

登録番号

点 検 日
（ 曜 日 ）

点 検 結 果

  　　 年　　 月分

バ ッ テ リ ー バ ッ テ リ ー 液 の 量

エ ン ジ ン

エ ン ジ ン オ イ ル の 量

か か り 具 合 ・ 異 音 ・ 状 態

ブ レ ー キ

ペ ダ ル の 踏 み し ろ ・ き き 具 合

ブ レ ー キ 液 の 量

※ 駐 車 ブ レ ー キ の 引 き し ろ

空 気 圧 ・ 損 傷 ・ 溝 の 深 さタ イ ヤ

録 画 媒 体 が 挿 入 さ れ て い る か

車 載 書 類

車 検 証 ・ 自 賠 責 ・ 整 備 記 録

備 考

大
型

ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト 等 取 付 状 態

フ ァ ン ベ ル ト の 張 り 具 合 ・ 損 傷

緊
急

ドライブレコーダー

点灯又は点滅具合・汚れ・損傷

※ ワ イ パ ー ウォッシャー液量・噴射・払拭状態

点 滅 具 合

作 動

音 量 ・ 音 質

圧 力 ・ 排 気 音 ・ タ ン ク 内 の 凝 水

冷 却 水 の 量

灯火・方向指示器



(第２面）

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) （ ）

※ 緊 急 自 動 車 指 定 書

※ 警 察 車 両 通 行 証

※

※ 赤 色 灯

サ イ レ ン

拡 声 器

※ タ イ ヤ

エ ン ジ ン

エ ア ブ レ ー キ

備考　１　点検の結果、良好と認めたときは「レ」印を、修理の必要があるときは「△」印を、交換の必要があるときは「Ｋ」印を記入する。
　　　　２　※印の点検項目は、該当する車両のみとする。

備 考

点 検 結 果

空 気 圧 ・ 損 傷 ・ 溝 の 深 さ

バ ッ テ リ ー 液 の 量

ブ レ ー キ

ペ ダ ル の 踏 み し ろ ・ き き 具 合

※ 駐 車 ブ レ ー キ の 引 き し ろ

タ イ ヤ

バ ッ テ リ ー

ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト 等 取 付 状 態

大
型 圧 力 ・ 排 気 音 ・ タ ン ク 内 の 凝 水

録 画 媒 体 が 挿 入 さ れ て い る か

点 滅 具 合

作 動

フ ァ ン ベ ル ト の 張 り 具 合 ・ 損 傷

車 検 証 ・ 自 賠 責 ・ 整 備 記 録

※ ワ イ パ ー

車 載 書 類

ドライブレコーダー

緊
急 音 量 ・ 音 質

ウォッシャー液量・噴射・払拭状態

エ ン ジ ン

エ ン ジ ン オ イ ル の 量

か か り 具 合 ・ 異 音 ・ 状 態

灯火・方向指示器 点灯又は点滅具合・汚れ・損傷

点 検 者

点 検 項 目 点 検 内 容

ブ レ ー キ 液 の 量

冷 却 水 の 量

登録番号   　　 年　　 月分

（ 曜 日 ）
点 検 日



第５号様式（第17条関係）（第１面）（用紙　日本産業規格Ａ４横長型）

原動機付自転車運行前点検表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

備考　１　点検の結果、良好と認めたときは「レ」印を、修理の必要があるときは「△」印を、交換の必要があるときは「Ｋ」印を記入する。
　　　　２　※印の点検項目は、該当する車両のみとする。

車 載 書 類 標 識 交 付 証 明 書 ・ 自 賠 責

燃 料 装 置 燃 料 の 量

後 写 鏡 写 影 ・ 汚 れ ・ 損 傷

灯火・方向指示器 点灯又は点滅具合・汚れ・損傷

反射器・車両番号標 汚 れ ・ 損 傷 ・ 取 付 具 合

備 考

タ イ ヤ 空 気 圧 ・ 損 傷 ・ 溝 の 深 さ

ハ ン ド ル 重 さ ・ ぶ れ ・ 引 っ 掛 か り

エ ン ジ ン

エ ン ジ ン オ イ ル の 量

か か り 具 合 ・ 異 音 ・ 状 態

※ 冷 却 水 の 量

点 検 項 目 点 検 内 容 点 検 結 果

ブ レ ー キ
レバー（ペダル）の遊び・きき具合

※ ブ レ ー キ 液 の 量

登録番号　 　　 年　　 月分

点 検 日
（ 曜 日 ）

点 検 者

配置交番等　



(第２面）

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) （ ）

備考　１　点検の結果、良好と認めたときは「レ」印を、修理の必要があるときは「△」印を、交換の必要があるときは「Ｋ」印を記入する。
　　　　２　※印の点検項目は、該当する車両のみとする。

反射器・車両番号標 汚 れ ・ 損 傷 ・ 取 付 具 合

車 載 書 類 標 識 交 付 証 明 書 ・ 自 賠 責

点 検 結 果

配置交番等　

燃 料 装 置 燃 料 の 量

灯火・方向指示器

後 写 鏡 写 影 ・ 汚 れ ・ 損 傷

ブ レ ー キ
レバー（ペダル）の遊び・きき具合

※ ブ レ ー キ 液 の 量

タ イ ヤ 空 気 圧 ・ 損 傷 ・ 溝 の 深 さ

エ ン ジ ン

エ ン ジ ン オ イ ル の 量

点 検 項 目

ハ ン ド ル 重 さ ・ ぶ れ ・ 引 っ 掛 か り

点灯又は点滅具合・汚れ・損傷

備 考

登録番号　 　　 年　　 月分

点 検 日
（ 曜 日 ）

点 検 者

点 検 内 容

※ 冷 却 水 の 量

か か り 具 合 ・ 異 音 ・ 状 態



第６号様式（第18条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

所 属 長 課長代理等 課   員 

   

           年 月 日 

 

 装 備 課 長 殿 

 

（ 所 属 長 ） 

 

 

自 動 車 整 備 要 求 書               

 

（登録番号） （車種・車名） （年式） （運転者氏名） 

（修理要求内容） 

 要求時の走行キロ数 ㎞ 

 



第７号様式（第23条関係）(用紙　日本産業規格Ａ４横長型）

自　動　車　点　検　（　整　備　）　結　果　表

1 ㎞

2 ㎞

3 ㎞

4 ㎞

5 ㎞

6 ㎞

7 ㎞

8 ㎞

9 ㎞

10 ㎞

11 ㎞

12 ㎞

13 ㎞

14 ㎞

15 ㎞

 備考　１　点検の結果、良好と認めたときは「レ」印を、修理の必要があるときは「△」印を、交換の必要があるときは「Ｋ」印を、その他補充、清掃等必要事項を記入すること。

 備考　２　所属の車両保有数による行数の変更、また、本様式による点検項目のほか所属独自の点検項目を追加することによる表の割り付けの変更を妨げないものとする。
 備考　３　 ※印の点検項目は、該当する車両のみとする。

※ 赤 色 灯
サ イ レ ン
拡 声 器

備
　
考

登 録 番 号
年
式

走 行 距 離
配 置
係 等

実施日　　　　　　年　　　月　　　日　

車 載 書 類 そ の 他
外 観 ※ 室 内

車 種
（ 車 名 ）

手 入 れ 状 況
タ イ ヤ

灯 火
方向指示器

エ ン ジ ン
オ イ ル

台

バ ッ テ リ ー 冷 却 水

台四輪 二輪



第８号様式（第23条関係）(用紙　日本産業規格Ａ４横長型）

原 動 機 付 自 転 車 点 検 （ 整 備 ） 結 果 表

1 ㎞

2 ㎞

3 ㎞

4 ㎞

5 ㎞

6 ㎞

7 ㎞

8 ㎞

9 ㎞

10 ㎞

11 ㎞

12 ㎞

13 ㎞

14 ㎞

15 ㎞

 備考　１　点検の結果、良好と認めたときは「レ」印を、修理の必要があるときは「△」印を、交換の必要があるときは「Ｋ」印を、その他補充、清掃等必要事項を記入すること。

 備考　２　所属の車両保有数による行数の変更、また、本様式による点検項目のほか所属独自の点検項目を追加することによる表の割り付けの変更を妨げないものとする。
 備考　３　※印の点検項目は、該当する車両のみとする。

二輪

灯 火
方向指示器

車 種
（ 車 名 ）

ブ レ ー キ タ イ ヤ
エ ン ジ ン
オ イ ル

※ 冷 却 水
※ ド ラ イ ブ
チ ェ ー ン

ハ ン ド ル

備
　
考

登 録 番 号
年
式

走 行 距 離

台

交 番
名 等

実施日　 　　　　　年　　　月　　　日　

車 載 書 類 そ の 他手入れ状況


